
奈
良
県
立
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
二
十
三
号

奈
良
県
立
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
奈
良
県
立
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

奈
良
県
立
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
三
月
奈
良
県
規
則
第
十
五
号
）
の
一

第
一
条

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
三
項
中
「
同
表
の
五
の
２
及
び
同
表
の
十
の
２
」
を
「
五
の
２
、
十
の
２
及
び
十
一
の

３
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
別
表
第
四
の
十
一
の
２
」
を
「
別
表
第
四
の
十
二
の
２
」
に
改
め

る
。別

表
第
一
の
一
の
表
中
「
た
だ
し
、
」
を
削
り
、
同
表
馬
見
丘
陵
公
園
館
研
修
室
の
項
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。

馬
見
丘
陵
公
園

午
前
九
時
か
ら
午
後
五

月
曜
日
（
そ
の
日
が
休
日
で
あ
る
場
合
は
、

花
見
茶
屋

時
ま
で

そ
の
日
後
に
お
い
て
、
そ
の
日
に
最
も
近
い

休
日
で
な
い
日
）
及
び
十
二
月
二
十
八
日
か

ら
翌
年
の
一
月
四
日
ま
で

別
表
第
一
の
一
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

平
城
京
歴
史
館

午
前
九
時
か
ら
午
後
四

月
曜
日
（
そ
の
日
が
休
日
で
あ
る
場
合
は
、

時
三
十
分
ま
で
（
入
館

そ
の
日
後
に
お
い
て
、
そ
の
日
に
最
も
近
い

は
午
後
四
時
ま
で
）

休
日
で
な
い
日
）
及
び
十
二
月
二
十
八
日
か

ら
翌
年
の
一
月
四
日
ま
で

別
表
第
四
の
三
中
「
馬
見
丘
陵
公
園
館
研
修
室
」
の
下
に
「
及
び
馬
見
丘
陵
公
園
花
見
茶
屋
」
を

加
え
、
同
表
の
三
の
表
ビ
デ
オ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
の
項
を
削
り
、
同
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

液
晶
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

一
台
に
つ
き

二
、
〇
〇
〇
円



プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
用
ス
ク
リ
ー

一
台
に
つ
き

三
五
〇
円

ン

（

）

馬
見
丘
陵
公
園
館
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
の
一
部
改
正

（
平
成
三
年
四
月
奈
良
県
規
則
第
四
号
）
の

第
二
条

馬
見
丘
陵
公
園
館
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
第
七
号
中
「
同
条
第
十
号
」
の
下
に
「
及
び
第
十
一
号
」
を
加
え
る
。

（

）

福
祉
住
宅
体
験
館
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
の
一
部
改
正

（
平
成
十
年
十
月
奈
良
県
規
則
第
二
十
三
号

第
三
条

福
祉
住
宅
体
験
館
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
第
三
号
中
「
同
条
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
」
を
「
同
条
十
二
号
及
び
第
十
三
号
」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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